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　本日、ここに令和４年第一回中央区議会定例会
の開会に当たり、私の所信の一端を申し述べ、区
議会ならびに区民皆さま方のご理解とご協力をお
願い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症が都内で初めて確認
されてから、２年余りが経過しました。この間、
区民・事業者の皆さまには、感染拡大防止のため、
多大なるご理解とご協力をいただき、心より感謝
申し上げます。
　とりわけ、医療の第一線で日夜感染症に立ち向
かっておられる方々、福祉やインフラの現場をは
じめ、私たちの日常生活を支えてくださっている
方々に対し、改めて敬意と感謝の意を表します。

　山本区長は、２月25日に開会された令和４年
第一回中央区議会定例会で、区政運営について
所信を述べました。その全文を紹介します。

　私たちは、今もなお感染症との闘いの中にあり
ます。緊張を解くことができない日々が続く中で、
度重なる自粛要請や経済活動の抑制などさまざま
な制約の下、多くの方々が生活や仕事への不安、
息苦しさを抱えています。そうした状況を身近に
受け止めながら、区民の命と健康を守り、安心し
て生活できる環境をつくり上げていくことが、基
礎自治体である本区の使命であります。
　そのためにはまず、ワクチン接種を迅速かつ着
実に進めるとともに、陽性となった方はもとより
不安を抱える方へのサポートや医療支援体制も強
化いたします。
　併せて、本区の生命線である「活気とにぎわい」
を取り戻すために、足元の地域経済を活性化させ
る対策を引き続き強力に推し進めてまいります。
　感染症の拡大を抑え、区民・事業者の皆さまと
ともにこの難局を乗り越え、活力あふれる中央区
に向けて、全力を注いでまいる所存であります。
　さらに、深刻な状況にあるのが地球温暖化の問
題です。
　世界各地では、集中豪雨、猛暑、干ばつ、豪雪
などの異常気象が多発し、これらによる大規模災
害は、その地域の暮らしを奪うだけでなく、世界
中の社会経済活動にも大きな影響を与えています。
　昨年、英国で開催されたＣＯＰ26（国連気候変
動枠組条約第26回締約国会議）で、気温上昇幅を
1.5度に抑える努力の追求が合意されました。今
日の日本にあって、活発な事業活動・経済活動を
けん引する東京、その中心にある本区は、脱炭素
社会の実現に向け、率先してその責務を果たして
いかなければなりません。
　区では、全国に先駆けて「中央区の森」事業によ
る森林の保全活動を行うなど、地域を越えた総合
的な環境対策に取り組んでおります。
　また、昨年３月には、地球温暖化を防止し豊か
な自然環境を次世代に引き継ぐため、この問題に
全力で取り組む決意として、区議会の議決のもと
「ゼロカーボンシティ中央区宣言」を行い、2050年

までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことと
いたしました。
　「地球規模で考え、足元から行動する」という精
神のもと、持続可能な経済活動のためにも、率先
して脱炭素化を進めてまいります。
　人々がやすらぎとうるおいを実感できる、水と
緑豊かな環境づくりも重要であります。
　本区はこれまでも、水辺空間を生かしたまちづ
くり、再開発の機会を捉えた公開空地の緑化や街
路樹の整備など緑の創出に取り組んできた他、昨
年７月には首都高速道路築地川区間と東京高速道
路をつなぐ「銀座・築地周辺みどりのプロムナー
ド構想」を策定しました。区内全域に広域的な歩
行者中心の水とみどりのネットワークを形成し、
豊かな環境を未来へつないでまいります。

令和4年度当初予算
　これらの状況を踏まえた新年度予算は、「サス
テナブルシティ中央区を目指して－コロナを乗り
越えた先にある未来に向かって－」と題し、喫緊
の課題に加え、中長期的な課題への対応について
も重点を置き編成いたしました。
　歳入面においては、区財政の根幹である特別区
税や特別区交付金に一定の伸びが期待できるもの
の、ふるさと納税による税の流出が拡大している
他、先行き不透明な歳入環境など、今後も予断を
許さない状況です。そのため、予算編成に当たっ
ては、施策全般にわたり取捨選択を行うとともに、
これまで蓄えてきた基金の活用や、将来負担も見
据えた特別区債の発行などの財源対策を講じたと
ころであります。
　その結果、新規32事業、充実19事業を含む一般
会計予算の総額は、前年度比18.4パーセント増の
1,248億1,800万円余となり、過去最大の規模とな
りました。
　主な施策について、基本構想に掲げた３つの「施
策のみちすじ」に沿って申し上げます。

中央区長　山本泰人（やまもとたいと）

区長 所信を表明
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一人一人の生き方が
大切にされた安心できるまち

　第一は、「一人一人の生き方が大切にされた安
心できるまちを目指して」であります。
　まず、新型コロナウイルス感染症対策について
です。
　３回目のワクチン接種につきましては、昨年12
月から開始しており、希望する全ての方が一日も
早く接種できるよう、迅速かつ着実に進めてまい
ります。
　また、先月には自宅療養者サポートセンターを
設置し、医師会との連携により、医療的な相談へ
の対応や体調の変化がみられた場合の医療機関と
の調整など、自宅療養者のニーズに適切に対応す
るための体制を整えております。引き続き感染後
のサポートも含め、医療支援体制の強化に力を尽
くしてまいります。
　次に、子育て支援策についてです。
　本区では、保育所待機児童の解消をはじめとす
る総合的な子育て支援策を全庁挙げて展開し、「安
心して子どもを産み、育てることができる中央区」
の実現に向け取り組んでまいりました。この間、
出生数は平成28年から毎年2,000人を超えており、
昨年は2,010人の新生児が誕生しました。また、
待機児童対策として認可保育所の開設を積極的に
支援してきた結果、本年４月に待機児童の解消が
達成できる見込みです。引き続き、保育を必要と
する全ての子どもが利用できる保育環境を確実な
ものとするため、新年度においても、５園の開設
を支援してまいります。併せて、保育園児が安全
にのびのびと外遊びできるよう、近隣の広い公園
まで送迎をする「バスさんぽ事業」を年間を通して
行う他、認可外保育施設を含めた巡回指導の充実
を図るなど、保育の質の向上に向けた取り組みも
進めます。
　また、通院頻度の多い多胎妊婦を対象に、出産
支援祝品として贈呈しているタクシー利用券を２
万円に増額いたします。ベビーシッターによる一
時預かり保育利用支援については、対象年齢およ
び利用上限を引き上げるとともに、利用日の拡大
を図ります。
　児童の放課後などの居場所づくりも重要な課題
であります。新年度は晴海児童館学童クラブの定
員拡大に加え、令和５年度の開設に向けて民間学
童クラブの誘致を行うなど、プレディと併せて児
童が安心して過ごせる場の充実に取り組んでまい
ります。
　ひとり親家庭および生活困窮家庭の小学生から
高校生世代までを対象とする学習・生活支援では、
中学生の定員を拡大するなど、進学や社会的自立
に向けた切れ目のない支援を展開していきます。
　次に、高齢者施策についてであります。
　全ての高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けられるよう、介護予防や認知症ケア、在宅
療養の推進など、地域包括ケアシステムの構築に
向けた取り組みを総合的に推進いたします。
　長引くコロナ禍において、感染への不安や活動
の場の休止などにより高齢者の外出機会が減少し
ており、心身への影響も懸念されております。そ
こで、介護予防プログラム「中央粋なまちトレー
ニング」のさらなる普及促進を図るため、粋トレ
事業に参加した方にノベルティを配布するなど、
自宅や身近な場所での健康づくりを支援してまい
ります。
　また、認知症の方が行方不明になった場合に、
早期発見と事故の未然防止のため、「ちゅうおう
安全・安心メール」により協力者へ情報配信する
など、地域全体で認知症の方やその家族を支える
体制の強化を図ります。
　さらに、高齢者がより質の高い生活を送ること
ができるよう、住まいの設備改善を行うに当たり、
その方に応じた助言や提案をする専門アドバイザ
ーを派遣いたします。
　昨今、還付金詐欺などの手口がより巧妙化して
いることから、広報による注意喚起や自動通話録
音機の無料貸し出しを実施するなど、区内警察署

や関係機関と連携しながら、高齢者を犯罪から守
るための対策に引き続き取り組んでいきます。
　障害者施策では、日常的に医療的ケアを必要と
する重症心身障害児に対する訪問看護師の派遣先
として、現在の居宅の他、新たに特別支援学校も
対象とします。また、通学支援においても、通常
の学級を含め小学校から大学まで対象を拡大する
など、保護者の負担軽減と障害児の教育機会を確
保いたします。
　さらに、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」
を見据え、住み慣れた地域で安心して住み続けら
れるよう、月島三丁目北地区の市街地再開発事業
において、区域内にある知的障害者グループホー
ムの移転改築に合わせ、短期入所をはじめさまざ
まな機能を有する地域生活支援拠点を新たに整備
いたします。
　犬や猫などのペットを飼われる方も増える中、
ペットを飼う１人暮らし高齢者などへの支援、飼
い主のマナー向上、飼い主のいない猫の問題など
多くの課題が顕在化しています。こうした課題の
解決に向け、区民からの相談への対応や適正飼育
に関する情報発信を行う団体への支援の他、猫の
保護シェルターの運営に対する補助を行います。
動物に関するさまざまな問題に取り組む方々と協
働し、人と動物とが安心して暮らせる環境づくり
を推進してまいります。

快適で安全な生活を送るための
都市環境が整備されたまち

　第二は、「快適で安全な生活を送るための都市
環境が整備されたまちを目指して」であります。
　まず、環境負荷低減に向けた取り組みです。
　区の環境に関する総合的な計画である「環境行
動計画」を改定し、新たな目標や具体的取り組み
を明らかにしてまいります。また、檜原村の「中
央区の森」などにおいて、自然体験を通じた環境
学習事業を実施します。さらに、旧館山臨海学園
の敷地を活用した太陽光発電所整備に向け、調
査・検討を行います。
　この他、新たに食べきり協力店制度の導入や粗
大ごみの資源化にも取り組むとともに、ヒートア
イランド現象を緩和する街路樹・緑道の整備、自
然エネルギー・省エネルギー機器導入費助成枠の
拡大、中央エコアクト事業の再構築、再エネ電力
の普及を進めるリバースオークションの活用など、
総合的に環境問題に対する取り組みを強化してま
いります。
　緑あふれる豊かで魅力あるまちづくりについて
は、水辺を中心とした憩い・にぎわいの
ある空間創出を目指す「水とみどりのネ
ットワーク構想」を取りまとめる他、公
園の魅力向上と効率的な維持管理体制の
構築に向け官民連携によるパーク-ＰＦ
Ｉ（公募設置管理制度）導入の調査・検討
に着手します。また、東京駅前から周辺
地域へとつながる歩行者ネットワークを
強化するため、「歩きたくなるまちなか」
の形成に向けた検討を開始いたします。
　次に、災害に強いまちづくりについて
であります。
　昨年10月には都内で最大震度５強、先
月も日向灘を震源とするマグニチュード
6.6の地震が発生しました。また、記録的な大雨
による土砂災害も全国各地で発生するなど、私た
ちの暮らしは常に自然災害の脅威にさらされてい
ます。首都直下地震をはじめとする自然災害を想
定し、「国土強

きょう
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化地域計画」のリスクシナリオ
に基づき、対応を進めてまいります。
　区内全世帯の約９割が共同住宅に居住する本区
においては、防災拠点の強化はもとより、高層住
宅における防災対策が重要であります。在宅避難
や共助による防災対策をより一層推進するため、
「マンション防災パンフレット」および「震災時活
動マニュアル策定の手引き」を改訂いたします。
また、マンション管理組合などに専門家を派遣し、
フォローアップを行うことにより「災害時地域た
すけあい名簿」を活用した支援体制づくりを強化

します。
　さらに、地域における非常用電源確保への取り
組みを支援するため、可搬式蓄電池の供与および
購入費を助成します。
　次に、都心にふさわしい魅力ある都市基盤づく
りであります。
　日本橋上空の首都高速道路の地下化や都心部・
臨海地域地下鉄構想、首都高速道路築地川区間お
よび東京高速道路の上部空間を活用した新たなア
メニティ空間の創出、築地市場跡地の再開発、晴
海地区のまちづくりなど、本区は大きな転換期を
迎えています。
　首都高速道路日本橋区間の地下化は、既に工事
に着手しておりますが、八重洲線から築地川区間
への連結、高速晴海線からの連結など課題もあり、
本区としてもさまざまな角度から具体的な検討を
行ってまいります。
　都心部・臨海地域地下鉄構想については、東京
都が国とともに事業計画検討会を立ち上げ、その
実現に向けて大きな一歩を踏み出しました。本区
としましても、引き続き「都心・臨海地下鉄新線
推進大会」の開催を支援し、町会・自治会をはじ
め沿線自治体など関係機関と連携しながら、早期
事業化に向けてまちづくりも含めた検討を進めて
まいります。
　築地市場跡地の再開発については、東京都が事
業実施方針を策定した後に事業者を募集すること
となっております。本区は、都へ提出した要望書
を踏まえ、周辺地域とのつながりや歴史性に十分
配慮した、世界中の人々が交流できるまちづくり
の実現と築地の活気とにぎわいの継承・発展に向
け、地元と共に都および事業者と協議してまいり
ます。
　晴海地区のまちづくりでは、東京2020大会選手
村の木材を活用した特別出張所等複合施設や仮称
晴海西小・中学校の整備に着手いたします。また、
ほっとプラザはるみをリニューアルし、あらゆる
世代が集い良好なコミュニティ形成を図る交流拠
点とするとともに、施設の運営について地元の皆
さまと検討を進めるなど住民満足度の高いまちづ
くりを目指します。
　これら区内各地域を活性化するハード・ソフト
両面の取り組みを全庁横断的に推進する専管部署
を新たに設置し、ダイナミックな事業展開を図り、
国や東京都、関係機関にも積極的に働きかけなが
ら、世界に誇る国際都市東京をけん引する役割を
担ってまいります。

輝く個性とにぎわいが
躍動を生み出すまち

　第三は、「輝く個性とにぎわいが躍動を生み出
すまちを目指して」であります。
　コロナ禍を乗り越える経済対策としては、最大
2,000万円の感染症対策特別資金融資の申込期間
を１年延長するとともに、新たに借換融資制度を
創設し、事業者の負担軽減を図ります。また、昨
年に引き続き総額18億円のプレミアム付き共通買
物・食事券を６月に発行します。これに先立ち４、
５月にはキャッシュレス決済ポイント還元事業を
実施し、切れ目のない消費喚起策を講じてまいり
ます。この他、商店街イベント事業補助の拡充や
経営セーフティ共済掛金、ＥＣサイト活用、オン
ライン展示会への出展料に対する補助を継続する

▲中央区の森 植林体験の様子
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など、ポストコロナを見据え、地域経済の再生に
向けて力強く支援いたします。
　次に、教育についてであります。
　晴海地区への新たな小・中学校の整備に加え、
京橋築地小学校の学級数を増やすとともに、阪本
小学校および９月に新校舎となる城東小学校では
各学年２学級化とするなど、特認校における学級
編制を拡大し、学校選択の幅を広げながら、良好
な教育環境の維持・向上に努めてまいります。
　きめ細かな学級運営を行うため、児童・生徒の
心理面のアセスメントについては、実施回数を増
やし、学級の集団状態の分析や経営方針の立案に
活用いたします。
　区立幼稚園においては、「ＧＩＧＡスクール構
想」が進む中、新たにタブレットを活用した就学
前教育を行う他、保護者との連絡ツールを導入し、
教育の質の向上や家庭との連携、保護者の利便性
向上を図ってまいります。
　本年12月には「本の森ちゅうおう」がいよいよオ
ープンします。図書館と郷土資料館が融合した地
域の生涯学習拠点として、本区の歴史・文化を未
来へ伝え、子どもから大人まで誰もが親しみを持
てる施設となるよう取り組んでまいります。また
読書機会の充実を図るため、図書館３館の開館日
および開館時間を拡大するとともに、いつでもど
こでも利用できる電子図書貸し出しサービスを開
始いたします。
　人と人のつながりを大切にし、まちに活力を取
り戻す取り組みも進めます。
　夏には３年ぶりとなる大江戸まつり盆おどり大
会、秋には歌舞伎座の貸し切りによる敬老大会、
区民スポーツの日、子どもフェスティバル、健康
福祉まつり、中央区まるごとミュージアム、そし
て冬には４年ぶりとなる子どもたちに大人気の雪
まつりを開催いたします。
　70回目の節目を迎える観光商業まつりについて
は、さらなる集客に向けた取り組みを実施するな
ど、歴史と伝統に育まれた区の魅力を発信してま
いります。また、旧来の催事などはもとより、町
会・自治会が団体や企業と連携して行う新たなイ
ベントを支援し、地域のつながりと活性化を図っ
てまいります。

区民の幸せと区政の
さらなる発展に向けて

　行政サービスを安定的かつ継続的に提供するた
めには、効率的・効果的な行財政運営が不可欠で
あります。
　デジタルツールが人々の暮らしに急速に広がる
中、その変化に的確に対応するため、本区では「情
報化基本方針」に基づき、ＩＣＴを活用したデジ
タル化に取り組んでいるところです。
　新年度は、キャッシュレス決済の拡大やマイナ
ンバーカードを活用した手続きのオンライン化を
推進いたします。また、ホームページのリニュー
アルやＬＩＮＥの機能を拡充するなど情報発信力
を強化するとともに、保育所の入所調整にＡＩを
活用するなど、区民サービスのさらなる向上を図
ってまいります。
　公共施設については、「公共施設等総合管理方
針」に基づき長寿命化を進め、財政負担の軽減・
平準化に取り組みます。また、郷土天文館の移転
に伴うスペースや周辺既存施設を活用した施設の
再編整備を行うことで、中央区保健所等複合施設
内に子ども家庭支援センターの子育てに関する総
合的な相談・支援体制を整備し、障害のある方へ
のサービス提供も含め育ちの相談・サポート機能
を集約し強化を図ります。新本庁舎の整備につい
ては、まちづくりの動向を慎
重に見極めながら、引き続き
調査・検討を行います。
　この他、将来にわたり良質
な行政サービスを提供してい
くため、事務処理を自動化す
るＲＰＡの活用拡大などを進
め、業務のさらなる効率化を
図るとともに、区民との協働
や官民連携など、効果的な手
法を活用し、持続可能な財政
基盤の堅持に努めてまいりま
す。
　近年、デジタル化の進展や
働き方に対する意識の変化、
さらには気候危機への関心の

高まりなど、社会変革の大きなうねりが押し寄せ
ています。区内においては、いよいよ事業者の募
集が始まる築地市場跡地開発をはじめ、10年、20
年後の中央区を形づくるさまざまな都市基盤整備
がより具体的な段階へと進み、将来のまちの輪郭
が見え始めてまいります。
　社会や区を取り巻くこうした変化を柔軟に受け
止めながら、住み、働き、集う人々の視点に立っ
てまちの未来を展望し、今後10年間を見据えた区
の基本的な方向性を示すべく、新たな基本計画の
策定に着手いたします。
　私たちのまちは、古き良きものを守りながら、
新しいものを積極的に受け入れる懐の深さによっ
て、幾多の試練を乗り越え、日本の文化、商業、
情報の中心として繁栄を遂げてきました。
　社会全体が大きく変わろうとしている今、先人
に学び、時代の潮流や新たな息吹を的確に捉える
とともに、本区の持つポテンシャルを最大限に引
き出し、未来を担う子どもたちが夢と希望を持て
る社会を実現するため、不屈の精神で臨んでまい
ります。
　区民の幸せと区政のさらなる発展に向け、区民
の皆さまと力を合わせて、全身全霊を傾けてまい
進する決意であります。
　重ねて区議会ならびに区民皆さま方のご理解と
ご協力をお願い申し上げ、所信表明といたします。

▲上空から望む中央区

▲本の森ちゅうおうパース図
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　国民年金基金は、国民年金の加入
者が、より充実した年金を受けられ
るようになる、任意加入の公的な年
金制度です。
加入できる方
・�20歳以上60歳未満の国民年金第１号
被保険者（保険料の免除および猶予
者、農業者年金基金の加入者を除く）
・�日本国内に住所を有する60歳以上
65歳未満で国民年金に任意加入し
ている方
・�国外在住で国民年金に任意加入し
ている方
選べる年金タイプ
　年金は、「終身年金」もしくは「確

定年金」から選べます。年金のタイ
プや口数、掛け金に応じて老齢年金
または、万が一早期に亡くなった場
合は遺族一時金が支給されます。
掛け金
　掛け金は、選んだ年金のタイプや
加入口数、加入時の年齢、性別によ
り決まります。ただし、月額68,000円
が上限です。また、納めた掛け金は、
全額が所得控除の対象となり、所得
税や住民税が軽減されます。
◎詳しくはお問い合わせください。
逢全国国民年金基金東京支部
　フリーダイヤル
　☎（０１２０）６５４１９２

　障害基礎年金は、障害の原因とな
る傷病の初診日が、次の期間のいず
れかの間にあり、かつ、障害認定日
において、政令で定められた障害状
態になった場合に支給されます。
①国民年金加入期間
②�日本国内に住んでいる60歳以上65
歳未満の方で、年金制度に加入し
ていない期間
③�20歳前（厚生年金、共済年金加入
中を除く）の期間
　ただし、①・②の場合は保険料の
納付要件が、③の場合は本人の所得
制限があります。
　障害認定日とは、初診日から１年

６カ月を経過した日、または１年６
カ月以内に症状が固定した日です。
ただし、１年６カ月を経過した日が
20歳前の場合は、20歳に達した日が
障害認定日となります。
　なお、傷病の初診日において厚生
年金加入中の方は年金事務所へ、共
済年金加入中の方は共済組合へご相
談ください。
逢中央年金事務所お客様相談室
　☎（３５４３）１４１１（代表）
　�（音声ダイヤル「１」を選択、その
後「２」を押してください）
　保険年金課年金係
　☎（３５４６）５３７１

　東日本大震災から11年が経過しま
した。首都直下地震は、いつ発生し
ても不思議ではない状況といわれて
います。
　大地震から自分や家族、従業員の
命を守るためには、電気・ガス・水

道などのライフラインやエレベータ
ーの停止に備えた飲料水、食料など
の備蓄、家具類やオフィス機器など
の安全対策が重要です。
　この機会に、改めて家庭や事業所
の防災対策を見直しましょう。

災害時の避難行動
　大地震が発生した際、危険な場所
にいる方は必ず避難してください。
　一方、自宅などで安全が確保でき
る場合には「在宅避難」をお願いしま
す。また、避難先として、避難所だ
けでなく安全な親戚や知人宅への
「分散避難」も検討してください。

備蓄
・�災害時でも自宅での生活が続けら
れるよう、最低３日分（推奨１週
間分）の飲料水や食料などを備蓄
しましょう（別表１のとおり）。
安全対策
・背の高い家具や棚を固定する。
・棚の扉に止め金具を付ける。
・�ガラスに飛散防止フィルムを貼る。
・�寝室にはできるだけ家具を置かな
いようにする。家具を置く場合は
なるべく背の低い家具を置き、転
倒防止対策をす
る。
・�部屋の出入り口
や火気の付近に
大型の家具や家
電を置かない。

災害時は簡易トイレを使用しましょう
　災害時には、配管の損傷などに
よりトイレが使用できなくなる恐
れがあります。配管が損傷した状
態で水を流してしま
うと詰まったり、水
漏れすることがあり
ますので、配管の安
全が確認できるまで
は簡易トイレを使用

しましょう。
簡易トイレの使い方と処理
①�便座に便袋をかぶせて使用する。
②�使用後、便袋に凝固剤を入れて、
空気を抜き、口をしっかり結ぶ。

③�便袋をごみ袋にまとめ、新聞紙
などの可燃物を入れて、ごみの
収集が再開するまでの間ベラン
ダなどで保管する。

エレベーターの地震対策を確認しましょう
防災キャビネット
　大地震発生時には、エレベータ
ーの閉じ込め救出や運転復旧にか
なりの時間を要することが想定さ
れます。エレベーターの閉じ込め
に備えて、飲料水や簡
易トイレなどを備蓄し
た防災キャビネットの
設置が有効です。

１ビル１台の復旧
　エレベーターの停止時は、閉じ
込めの救出を最優先とし、病院や
公共性の高い建物などを優先的に
復旧します。また、できるだけ多
くのビルやマンションの機能を早
期に回復するため、一つのビルに
つき１台のエレベーターを復旧さ
せることを原則としています。

連絡手段を複数確保しましょう
◦災害用伝言ダイヤル（１７１）　◦災害用音声お届けサービス
◦災害用伝言板　◦�SNS（ツイッター、フェイスブック、LINEなど）

一斉帰宅の抑制
　大地震発生時に大勢の人が一斉に
帰宅すると、救助・救命活動の妨げ
や余震による二次被害に巻き込まれ
る可能性もあり大変危険です。
　むやみに移動を開始せず、安全を
確認した上でオフィス内や外出先で
待機してください。
備蓄
・�従業員がオフィス内にとどまれる
よう、最低３日分の飲料水・食料
などを備蓄しましょう（別表２の
とおり）。
・�従業員の備蓄に加えて、施設利用
者などの分も備蓄しましょう。
安全対策
キャビネット
・�壁や床にＬ字金具
などでしっかり固
定する。
・�高さが同じキャビネットは、上部
をつないで固定する。
ＯＡ機器
　キャスター付きの機
器は、移動・転倒防止
器具を取り付ける。

机の上
　パソコンなどは、
転倒防止ストラップ
や粘着マットなどで
固定する。
窓ガラス
・�ガラスに飛散防止
フィルムを貼る。
防災アドバイザーの派遣
　区内事業者を対象に防災・減災に
関する点検・助言・講座を行う防災
アドバイザーを派遣しています。
帰宅困難者支援施設運営協議会の
会員募集
　区内事業者が中心となって帰宅困
難者対策に取り組む「帰宅困難者支
援施設運営協議会」の会員を募集し
ています。
帰宅困難者一時滞在施設の募集
　大地震発生時に帰宅困難者の受け
入れにご協力いただける区内事業者
を募集しています。
◎�帰宅困難者対策や事業所防災に関
心がある方は、お気軽に
お問い合わせください。

◎�詳しくは、区のホームペ
ージをご覧ください。

逢防災課防災担当
　☎（３５４６）５５１０

別表1
品　目 備蓄目安
飲料水 3リットル／日×家族の人数×最低3日
食料 3食／日×家族の人数×最低3日

簡易トイレ 5枚程度／日×家族の人数×最低3日
◎�内閣府では、大規模災害に備えて、1週間分の備蓄を推奨し
ています。
◎�日常生活で必要な飲料水や食料を多めに購入し、消費した分
を補充するローリングストック法による備蓄が有効です。

別表2
品　目 備蓄目安
飲料水 3リットル／日×従業員数×最低3日
食料 3食／日×従業員数×最低3日

簡易トイレ 5枚程度／日×従業員数×最低3日
毛布 1枚×従業員数
その他 懐中電灯、乾電池、救急箱、ラジオなど

◎�エレベーターの停止に備えて、備蓄品の保管場所を分散しましょう。
◎�倉庫がない場合は、オフィスのキャビネットや棚などを活用しましょう。

中央区防災マップアプリで情報を
取得しましょう

　避難所となる防災拠点や帰宅困難者一時滞在施設への
経路案内、開設状況などをお知らせするアプ
リです。その他、災害時の安否確認や情報収
集に役立ちますので、ぜひ登録してください。

国民年金基金で充実した年金をこんなときには障害基礎年金の請求を

事業所の防災対策～自社にとどまるための備え～

家庭の防災対策～在宅避難への備え～

区
の
公
式

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

区
の
お
し
ら
せ

ち
ゅ
う
お
う

防災特集　～災害に備えて～

備える

食べる買い足す

ローリングストック法
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区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

　国民年金の加入者は、別表１に掲
げる事項に該当する場合、速やかに
届け出なければなりません。届け出
が遅れたり、届け出ないと、将来受
け取る年金額が減らされたり、年金
を受け取れなくなる場合もあります。
また、年金の受給者が別表２に掲げ
る事項に該当する場合も、必ず届け

出を行ってください。
◎詳しくはお問い合わせください。
逢保険年金課年金係
　☎（３５４６）５３７１
　中央年金事務所
　☎（３５４３）１４１１（代表）
　音声案内②→②

　排ガス、排水、ダイオキシン類の調
査結果は、各項目とも基準値を下回
っていました（別表３～５のとおり）。
　なお、工場周辺の大気中のダイオ
キシン類および臭気調査は、東京
2020大会期間中の炉の停止などによ

り、未実施となっています。
逢東京二十三区清掃一部事務組合
　中央清掃工場
　☎（３５３２）５３４１
　中央清掃事務所排出指導係
　☎（３５６２）１５２４

別表5　ダイオキシン類調査結果
項　目 単　位 基準値 調査値 調査年月日

排ガス 1号炉 ng-TEQ/㎥ N 0.1 0.00000088 令和3年4月2日
2号炉 0.00000037

令和3年4月1日飛灰処理汚泥 ng-TEQ/g ― 0.32 
焼却灰 3 0.0070
排　水 pg-TEQ/L 10 0.00057 

◎ ダイオキシン類は､ ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、
コプラナーポリ塩化ビフェニルの総称です。

◎ TEQ（毒性等量）とは、ダイオキシン類の量を最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-
パラ-ジオキシンの毒性に換算した値です。

◎排ガス中のダイオキシン類の値は、酸素濃度12%換算値です。
◎ ng（ナノグラム）は10億分の1グラム、pg（ピコグラム）は1兆分の1グラムの質量を表します。
◎㎥N（ノルマル立方メートル）は、0℃、1気圧の標準状態における気体の体積を表します。
◎ 飛灰処理汚泥は、飛灰を薬剤処理（ダイオキシン類対策特別措置法で定められた処理）

しているので、基準値は適用されません。
◎ 飛灰処理汚泥の基準値は、平成12年1月16日以前に計画･建設された工場は記載不要と

なっています。中央清掃工場は平成10年度着工のため記載していません。なお、現行
の基準値は「3.0」です。

別表4　排水調査結果

項　目 単　位 基準値
調査年月日

令和3年
5月25日

令和3年
7月2日

令和3年
9月2日

温　度 ℃ 45未満 29.3 25.5 30.3
色　相 ― ― 無色 無色 淡黄色
濁　り ― なし なし なし

水素イオン濃度（pH） ― 5を超え9未満 7.5 7.2 7.4
生物化学的酸素要求量（BOD)

mg/L

600未満 4 不検出 3
化学的酸素要求量（COD） ― 6 16 3

浮遊物質量（SS) 600未満 不検出 不検出 不検出
銅およびその化合物 3以下 不検出 不検出 不検出

鉄およびその化合物（溶解性） 10以下 0.4 0.2 0.4
マンガンおよびその化合物

（溶解性） 10以下 0.2 不検出 不検出
窒素含有量 120未満 5.0 6.7 2.4
ヨウ素消費量 220未満 1 不検出 不検出

フッ素およびその化合物 15以下 0.22 0.15 0.20 
ホウ素およびその化合物 230以下 0.31 0.08 0.09

◎「不検出」とは、定量下限値未満を表します。
◎ その他、ノルマルヘキサン抽出物質含有量など基準値がある30項目については、いず

れも「定量下限値未満」でした。
◎ 化学的酸素要求量は参考として調査しているため基準値はありませんが、生物化学的

酸素要求量の基準値「600未満」に準拠します。

別表3　排ガス調査結果

項　目 単　位
基準値 炉 調査年月日

法　律 自己規制値 1号 令和3年4月2日
2号 令和3年4月1日

ばいじん g/㎥Ｎ 0.04 0.01 1号 不検出
2号 不検出

硫黄酸化物 ppm 60 10 1号 不検出
2号 不検出

窒素酸化物 ppm 250 50 1号 33
2号 39

塩化水素 ppm 430 10 1号 不検出
2号 不検出

水　銀 µg/㎥Ｎ 50 ― 1号 0.28
2号 0.47

◎「不検出」とは、定量下限値未満を表します。
◎各項目の値は、酸素濃度12％換算値です。
◎㎥N（ノルマル立方メートル）は0℃、1気圧の標準状態における気体の体積を表します。
◎ppmは、100万分の1の割合を表します。
◎μg（マイクログラム）は、100万分の1グラムの質量を表します。
◎ 水銀の自己規制値は、平成29年度まで｢50｣と定めて表記していましたが、平成30年に

法律で基準値が｢50｣と定められたため表記を外しました。

　環境大気中のアスベスト濃度調査
を区役所、日本橋・月島区民センタ
ーの３カ所で実施しました。
　結果は別表６のとおりで、総繊維
数濃度は0.11～0.13本/ℓとなりま
した。

◎ 今回の調査では、アスベストは検
出されませんでした。

◎ 詳しくは、区のホームページをご
覧ください。
逢環境政策課環境計画調整係
　☎（３５４６）５４０８

別表６
調査地点 総繊維数濃度平均値（本/ℓ）
区役所 0.13

日本橋区民センター 0.12
月島区民センター 0.11

◎調査日:令和3年10月18日～20日
◎本/ℓ :空気1ℓ中に含まれる総繊維の本数
◎ 総繊維数濃度:アスベスト繊維以外の繊維も含み、長さ5μm以上、幅3μm未満でかつ

長さと幅の比（アスペクト比）3:1以上の繊維状物質の濃度

国民年金こんなときは届け出を 別表２　受給者の手続き
こんなとき 届け出に必要なもの 届け出場所 備　考

受取金融機関を
変更した 受取機関変更届

中央年金事務所
お客様相談室

変更届、再交付申請書は区役所
4階保険年金課、日本橋・月島
特別出張所にあります。年金証書を

紛失・毀
き

損
そん

した 再交付申請書

年金受給者が
死亡した

死亡届 
未支給年金請求書

障害基礎年金・遺族基礎年金の
みの受給者が亡くなったときの
届け出場所は、区役所4階保険
年金課でも可能です。

◎手続きには添付書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
別表1　加入者の手続き

種　別 こんなとき 届け出に必要なもの 届け出場所

第1号被保険者
(20歳以上60歳未満の自営業者、
学生など)

20歳になったのに、「国民年金加入のお
知らせ」が届かない 区役所4階保険年金課へお問い合わせください。 区役所4階保険年金課または日本橋・月島特別出張所

会社などに就職した 勤務先へお問い合わせください。 勤務先
第2号被保険者の被扶養配偶者になった 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 配偶者の勤務先
国外へ転出する（※1） 年金手帳または本人確認書類

区役所4階保険年金課または日本橋・月島特別出張所国外から転入した（※2）

第2号被保険者
(厚生年金に加入している人)

会社などを退職した 年金手帳または本人確認書類・退職証明など退
職日が分かる書類

退職して、第2号被保険者の被扶養配偶者
になった 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 配偶者の勤務先

第3号被保険者
(第2号被保険者に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者)

20歳になった

離婚・本人の収入増加で扶養から外れた 年金手帳または本人確認書類・扶養から外れた
日が分かる書類

区役所4階保険年金課または日本橋・月島特別出張所配偶者が退職した 年金手帳または本人確認書類・配偶者の年金手
帳・退職証明など配偶者の退職日が分かる書類

配偶者が65歳になった 年金手帳または本人確認書類
配偶者が転職した 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 配偶者の勤務先国外へ転出する（※3）（※4）

（※1） 国外へ転出した場合、国民年金は強制加入ではなくなります。転出の届け出後、資格喪失の届け出が必要です。希望により任意加入できます。
（※2） 国外から帰国した場合、国民年金は強制加入となります。転入の届け出後、資格取得の届け出が必要です。任意加入中の方も切り替えの届け出が必要です。
（※3）  国外へ転出した場合、原則として第3号被保険者資格を喪失します。国民年金第3号被保険者関係届により、第3号被保険者でなくなったことの届け出が必要です。 

（日本国籍の方は任意で国民年金に加入することができます。区役所4階保険年金課または日本橋・月島特別出張所で届け出が必要）
（※4）  国内居住要件の例外（海外特例要件）に該当するとき 

留学生や海外赴任に同行するなどの日本国内に生活の基礎がある（海外特例要件）と認められるときは、引き続き第3号被保険者になります。

中央清掃工場の排ガスなどの調査結果
（令和３年度上半期）

令和３年度環境大気中の
アスベスト濃度調査結果
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No.１４９５区のおしらせ 3 月 1 1 日号令和４年（2022年）3月11日（金曜日）

(6) 中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」（10分番組）（月～金曜日　AM10：30～ 10：40　PM3：00～ 3：10　PM9：30～ 9：40　祝日・休
日、年末年始を除く）、企画番組「ウィークリー声の架け橋」（20分番組）（月～金曜日　AM10：40～ 11：00　PM3：10～ 3：30　PM9：40～ 10：00　土・
日曜日　AM10：00～ 10：20　PM3：00～ 3：20　PM9：40～ 10：00）はFMラジオ84.0MHzで放送しています。

記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス） １講座名など
 ２氏名・ふりがな
 ３〒・住所
 ４電話番号
 ５年齢
 ６その他必要事項

往復はがきの場合は
返信用の宛名に〒・
住所・氏名を記入

１人１枚
限り

◎問に〒・住所が記載されていない場合の宛先は
　〒104-8404
　築地1－1－1中央区役所
　○○課○○係（問の宛名） 
◎「電子申請も可」と記載されているものは
　区のホームページの電子申請から申し込みも可能

◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
　止のため、講座などに参加する際は事前
　の検温や手洗い、マスクの着用などに、
　ご協力をお願いします。

保健・医療・福祉
アレルギー専門相談
［日時など］
　別表１のとおり
亜�区内在住の未就学児で、次のいず

れかに該当する方
・ アトピー性皮膚炎などのアレルギ

ー性疾患で、経過が慢性化してい
る方

・ 家族にアレルギー素因があり、予
防に関心がある方
阿�皮膚科医師、保健師による個別相

談
［相談医］
　皮膚科医師　下川博未
愛�各６人（予約制）
挨�無料
姶�相談日の１週間前までに各会場に

電話で申し込む。
逢�日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１

月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５
別表1
会　場 日　時

日本橋保健
センター

6月1日（水）
12月7日（水）

午前9時
～11時月島保健

センター

4月13日（水）
7月13日（水）

10月12日（水）
令和5年

2月8日（水）

飼い犬の登録と 
狂犬病予防注射
　飼い主には、１頭ごとの登録と、
毎年１回狂犬病予防注射を受けさせ、
注射を済ませたことを保健所へ届け
出ることが狂犬病予防法で義務付け
られています。

　狂犬病予防接種の集合注射を、別
表２のとおり実施しますのでご利用
ください（雨天実施）。なお、登録済
みの犬については、飼い主の方に３
月中旬に通知をお送りします。
挨�・注射料　3,200円
・ 注射済票交付料　

550円
◎ 未登録の犬につい

ては、事前に中央区保健所で手続
きを済ませてください（登録料
3,000円）。

◎ 病気・妊娠中などの犬については
申し出てください。

◎ 集合注射に来られない場合には、
最寄りの動物病院で注射を受け、
その証明書を中央区保健所へ持参
し、注射済票の交付を受けてくだ
さい。
逢�中央区保健所生活衛生課生活衛生

係
　☎（３５４１）５９３６
別表2

日　時 会　場
4月6日
（水）

午後
2時～3時

総合スポーツセンター

7日
（木） 日本橋保健センター

8日
（金） 月島特別出張所

9日
（土）

あかつき公園
（中央区保健所隣）

新１年生に子ども医療証（
医療証）を送付します
　現在、乳幼児医療証（ 医療証）を
お持ちで、この４月から小学校に
入学するお子さんに、４月１日（金）
から利用できる「子ども医療証（ 医
療証）」を３月下旬に郵送します。
　３月31日（木）までに届かない場合
は、お問い合わせください。
逢�子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５０

交詢社公開講座
「幸

・

齢
・

化
・

を支える医学」
４月コース
唖�４月13日（水）
　午後２時～３時30分
阿腰痛・坐

ざ

骨
こつ

神経痛の原因と対策
［講師］
　慶應義塾大学病院病院長、慶應義
塾大学医学部整形外科学教授
　松本守雄
６月コース
唖�６月22日（水）
　午後２時～３時30分
阿�「医の原点」～都民の命を守る救急

医療・災害医療～
［講師］
　慶應義塾大学病院副病院長、慶應
義塾大学医学部救急医学教授
　佐々木　淳一
共　通
娃�築地社会教育会館
亜�区内在住・在勤者
愛�各回50人（申し込み多数の場合は

抽選）
挨�無料
姶�４月コースは３月30日（必着）、６

月コースは６月８日（必着）までに、
はがきに①希望コース②～⑤（６
面記入例参照）を記入して申し込
む（在勤の方は③に勤務先名・勤
務先住所も記入）。

◎ 本講座は年４回行う予定です。
◎ 本講座は「中央区民カレッジ連携

講座」です。区民カレッジ開校期
間中に行われる講義（６月、９月、
11月コースを予定）を区民カレッ
ジ生が受講した場合は、区民カレ
ッジの単位とすることができます。

［申込先］

　〒104－0061
　中央区銀座６－８－７
　（一財）交詢社事業委員会
　☎（５５３７）１３１１
逢�中央区民カレッジについて
　文化･生涯学習課生涯学習係
　☎（３５４６）５５２４

新規就職者講座
　新社会人に大切な意識と行動を実
践演習で学びます。
唖�４月８日（金）
　午前９時30分～午後５時15分
娃�築地社会教育会館２階講習室
亜�区内在住・在勤者で令和４年度に

中小企業に就職される方
阿�企業人としてビジネスで生かせる

基礎・基本
・ 基本マナーのポイント（身だしな

み、表情、あいさつなど）
・敬語の使い方
・ 訪問マナー（名刺の扱い方・交換、

応接室での入退室・席次など）
・ 電話の受け方とかけ方（名乗り、

取り次ぎ、返答など）
・ ビジネスメールの送り方
・ 職場内コミュニケーション（報告・

連絡・相談の重要性など）
愛�50人（先着順）
挨�無料
姶�３月14日（月）から25日（金）までに

ファクスまたはEメールに「新規
就職者講座」と明記し、①事業所
の名称・所在地・電話番号・業種・
従業員数・担当者名②参加人数と
全員の氏名を記入して申し込む

（受け付けは午前８時30分～午後
５時）。

逢�レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）

　☎（３５４６）８６１０
　ＦＡＸ（３５４６）８４０６
絢�kinro@chuo-tokyo.com

手話講習会
　聴覚障害者に対する理解を深めて
いただくことや手話通訳者として必
要な知識・技能を習得していただく
ことを目的に、手話講習会を別表３
のとおり開催します。通訳者育成基
本、応用クラスの受講には、選考試
験により適性が認められることが必

要です。詳しくは受講申込者に個別
にご案内します。
娃�福祉センター会議室　他
挨�テキスト代として各コース4,000

円程度
姶�別表３の申込期限までに、はがき

に①～⑤（６面記入例参照）⑥手話
の経験、区内在勤の方は勤務先の
名称、住所、電話番号を記入して

申し込む（電子申請も可）。
◎ 各コースとも、別表３の対象にか

かわらず、希望者の状況によって
受講が認められる場合があります。

◎ 登録手話通訳者、手話通訳士の方
は申し込めません。

◎ 初級・中級クラスの申し込み結果、
通訳者育成基本クラスの試験結果
は４月上旬までに、通訳者育成応

用クラスは４月１日（金）までにお
知らせします。

◎ 詳しくはお問い合わせください。
逢�〒104－0044
　中央区明石町12－１
　福祉センター管理係
　☎（３５４５）９３１１
　ＦＡＸ（３５４４）０８８８

別表３
クラス 日　程 時　間 回　数 対　象 内　容 定　員 申込期限

初　級

4月13日～令和5年2月15日の毎
週水曜日（5月4日、8月17日、11
月23日、12月28日、1月4日 を
除く）

午後6時30分
～8時30分

各コース
40回

区内在住・在勤の方で、初めて手話講習会を受
講する方

自己紹介や簡単な話題を、手話によ
って表現できることを目指します。

各20人 3月28日
（必着）

中　級 午後1時30分
～3時30分

区内在住・在勤の方で、初級手話講習会を修了
し、本クラスを修了していない方

手話の基本文法を学び、手話によっ
て日常的な会話ができることを目指
します。また、通訳者育成クラスへ
進級するための学習もします。

通訳者育成
基本

午後6時30分
～8時30分

区内在住・在勤の聴覚に障害が無い方で、中級
手話講習会を修了しており、本クラスまたは

（旧）上級手話講習会を修了していない方

手話通訳者となるために必要な基本
的知識・技能の習得を目指します。
◎（旧）上級クラス相当です。

通訳者育成
応用

4月13日～12月21日の毎週水曜日
（5月4日、11月23日を除く）

午後1時30分
～3時30分 35回

区内在住・在勤の聴覚に障害が無い方で、通訳
者育成基本クラスまたは（旧）上級手話講習会を
修了した方

手話通訳者となるために必要な実践
的知識・技能の習得を目指します。
手話通訳者全国統一試験（12月上旬
実施予定）の合格を目指すためのク
ラスです。

◎�初級・中級クラスは申し込み多数の場合は抽選です。「通訳者育成基本クラス」は3月30日（水）午後6時30分～、「通訳者育成応用クラス」は3月30日（水）午後1時30分～の選考試験の
結果によります。
◎�表中の「修了」・「受講」は、他自治体の講習会などを含みます。ただしこの場合、受講した講習会などの実施主体、受講時期や時間などについて、これまでの学習状況が詳細に判明

できるよう記してください。
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令和４年（2022年）3月11日（金曜日） No.１４９５区のおしらせ 3 月 1 1 日号

(7)テレビ広報番組「こんにちは　中央区です」（15分番組）は、東京ベイネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM10：00・PM0：00・PM8：00）、
東京ケーブルネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM9：30・PM0：00・PM7：30）で放送しています。

ＮＰＯ法人築地居留地研究会
定例研究報告会
唖�３月26日（土）
　午後２時～４時
娃�カトリック築地教会２階（明石町

５－26）
亜�どなたでも

［テーマ］
　「明治大正期の女子教育者・櫻井
ちかとガントレット恒－櫻井女学校

（女子学院の前身）や櫻井女塾に関連
して－」
◎ 講演終了後、希望者のみでカトリ

ック築地教会の見学を行います。
［講師］
　昭和女子大学人間文化学部歴史文
化学科非常勤講師、女性文化研究所
研究員　遠藤　由紀子
愛�50人（先着順）
挨�無料
◎ 当日、直接会場へお越しください。

［後援］
　中央区
逢�ＮＰＯ法人築地居留地研究会事務

局
　☎（３５５１）７５９５

縫わずにできる便利小物教室
唖�４月17日（日）
　午後２時～３時30分
娃�久松町区民館１階２号室
亜�区内在住・在勤・在学者
阿�布を折るだけのティッシュカバー、

プラスチック素材で作るマスクケ
ースなど、糸や針を使わずに身近
な便利小物を作ります。
愛�10人（申し込み多数の場合は抽選）
挨�500円

［持ち物］
　はさみ（お持ちの方は目打ち）
姶�３月13日（日）から27日（日）までに

電話で申し込む（受け付けは午前
10時～午後８時）。

◎ 当選者には３月30日（水）までに電
話で連絡します。
逢�久松町区民館
　☎（５６４０）５６０６

やさしい天文講座
「星を見に出かけよう」
唖�３月27日（日）
　 午後４時～４時40分（途中入退場

不可）
娃�タイムドーム明石プラネタリウム

ホール
亜�どなたでも
阿�星空の楽しみ方と観察に必要な道

具について、当館プラネタリウム
解説員がお話しします。
愛�80人（先着順）
挨�無料
◎ 入場券を当日午前

10時から６階受付
で配布します。

◎ やさしい天文講座および発展的天
文講座（異なる回）のチケットを５
枚集めて受付で提示した方には、
記念品を差し上げます。
逢�郷土天文館「タイムドーム明石」
　☎（３５４６）５５３７

緑の中央区へ！区民フリー
マーケット～出店者募集～
唖�４月16日（土）
　午前10時～午後３時
◎ 荒天の場合は４月23日（土）に順延、

23日が荒天の場合は中止です。
娃�月島第二児童公園
亜�18歳以上の区内在住・在勤・在学

者
愛�100店舗程度（先着順）
挨�1,500円（１区画２ｍ×２ｍ）
◎ 希望者には、区画に敷く厚手のシ

ートを貸し出します。
姶�出店の申し込みは３月20日（日）か

ら「イクシバ！プロジェクトホー
ムページ」で受け付けます。

［注意事項］
・ 食品、生き物、植物、薬品などの

販売はできません。
・ フリーマーケット業者の方の出店

は、お断りします。
・ 車での来場はご遠慮ください。
・ 天候による順延、中止のお知らせ

は、当日午前６時に「イクシバ！
プロジェクトホームページ」に掲
載します。

・ 出店決定後のキャンセルは原則で
きません。

◎ 詳しくは「イクシバ！プロジェク
トホームページ」をご覧ください。

［主催］
　育てる芝生～イクシ
バ！プロジェクト

［後援］
　中央区
茜�https://ikushiba.com/fleamar 

ket_202204
絢ikushiba.flea@gmail.com

その他
あたたかい善意ありがとう
ございました
社会福祉協議会への寄付

　令和４年１月分寄付合計413,857円
（敬称略・順不同）
［一般寄付金］
　佃二丁目鈴木猛夫…
1,006円、トルナーレラ
イブクラブ…8,690円、
新井哲男…100,000円、
田野拓馬…1,111円、鈴木邑次…30,000
円、（公社）全日本不動産協会東京都本
部中央支部…100,000円、（一社）東京
都中央区京橋歯科医師会…100,000円、
日蓮宗東京東部社会教化事業協会…
30,000円、（有）三谷葬儀社…10,000円、
三谷和美…5,000円、匿名（８件）…
23,050円（内訳5,000円、150円、1,000
円、500円、5,000円、10,000円、400
円、1,000円）

［ボランティア基金］
　匿名…5,000円
逢�中央区社会福祉協議会管理部庶務

課
　☎（３２０６）０５０６

レッツ中央会員募集
　レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）は、中小企業で働く皆さん
が豊かな生活を送れるようさまざま
な福利厚生事業に取り組んでいます。
　勤労者の皆さん、事業主の皆さん、
ぜひ入会して福利厚生の充実を図っ
てみませんか。

［主な事業］
・給付金
　 祝金（結婚・出産・銀婚など）、見

舞金（入院・障害など）、弔慰金の
支給

・主催事業
　 サクランボ狩りやシャインマスカ

ット狩りなどのバスツアー、ボウ
リング大会、ゴルフ大会、新規就
職者講座、話し方セミナー、パソコ
ン講座、健康セミナーなどの実施

・チケット
　 展覧会、観劇、ミュージカル、コ

ンサート、スポーツ観戦、ホテル
食事券、クオカード、図書カード、
ジェフグルメカード、ユニクロギ
フトカードなどの割引販売

・レジャー
　 東京ディズニーリゾート、東京ド

ームシティ、東武動物公園、指定
遊園施設などの割引・補助

・トラベル
　 年間指定宿泊施設（約500施設）、

夏季借上宿泊施設、旅行代理店、
はとバス、レンタカー、旅客船な
どの割引・補助

・スポーツ
　 フィットネスクラブ、ゴルフ場、

温水プール、ボウリング場などの
割引・補助

・健康
　 人間ドック、インフルエンザワク

チン接種、カウンセリングの割
引・補助

・教養
　 資格試験受験料、早稲田大学エク

ステンションセンター公開講座受
講料の補助、カルチャースクール

などの割引
・果物などのあっせん
　 中央区の友好都市である山形県東

根市のサクランボやリンゴ、小豆
島のそうめんなどの割引・補助、
築地お取り寄せ市場通販サイトの
補助

・その他
　 ライフサポート倶楽部（民間福利

厚生サービス）の利用
［入会できる方］
・ 区内の中小企業（従業員300人以

下）で働く勤労者と事業主
・ 区内に居住し区外の中小企業（同

上）で働く勤労者と事業主
［入会金・会費］
　入会金（１人）200円
　会費月額（１人）500円
◎ 入会金・会費は、税法上損金また

は必要経費とすることができます。
◎ 申し込み方法など、詳しくはお問

い合わせください。
逢�レッツ中央（中央区勤労者サービ

ス公社）
　☎（３５４６）８６１０

帰宅チャイムは 
４月から午後５時に放送
　子どもたちに帰宅時刻を守る習慣
を身に付けてもらうため、防災行政
無線を使用し、区内全域で帰宅チャ
イム（ウェストミンスターの鐘）を流
しています。
　青少年の健全育成に、地域の皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。
逢文化・生涯学習課青少年係
　☎（３５４６）５３０４

小・中学生に防犯ブザーを配
布
　区では子どもたちの登下校時の安
全対策に取り組んでいます。
　その一環として、犯罪や事件に巻
き込まれそうになった時に周囲へ危
険を知らせるための防犯ブザーを、
区内在住・在学の小・中学生に配布
しています。
　区立小学校新１年生の児童には、
入学先の学校で全員に配布します。
区立小・中学校に新たに転入する方
は、学校に申し出てください。
　私立などの小学校に入学する方、
または区内の私立学校に在学し希望
する方は、４月１日（金）から随時配
布しますので、区役所６階学務課へ
お越しください。

［学務課配布時の確認書類］
・ 区内在住で私立小学校などへ入学

する方
　 申請者の本人確認ができるもの
（健康保険証など）

・ 区外在住で区内にある私立学校に
在学する方

　在学証明書または学生証
挨�無料（配布は１人１個）
逢�学務課学事係
　☎（３５４６）５５１４

祝日のごみ収集
　３月21日（祝）「春分の日」は、月曜
日の収集地域で通常どおり、燃やす
ごみ・燃やさないごみ、資源および
プラスチック製容器包装の収集を行
います。
逢�中央清掃事務所作業係
　☎（３５６２）１５２１

離乳食講習会

クラス名 スタートクラス（初期～中期食） ステップアップクラス
（後期～完了期食）

日　時 4月15日（金） 4月26日（火） 4月21日（木）
午後1時30分～3時15分

会　場
（※1）

日本橋保健センター 
5階多目的室

月島保健センター 
多目的室

中央区保健所 
2階大会議室

対　象
（※2）

令和3年10・11月生まれの 
乳児の保護者

令和3年5・6・7月
生まれの乳児の保護者

内　容 ・離乳食の進め方の話・料理の紹介と試食（試食は保護者のみ）
定　員
（※3）

各22人 25人
申し込み多数の場合は抽選

費　用 無　料
申し込み方法 3月14日（月）から16日（水）までに電話で申し込む（電子申請も可）。

問い合わせ 
（申込）先

日本橋保健センター
健康係 

☎（3661）5071

月島保健センター
健康係 

☎（5560）0765

中央区保健所
健康推進課予防係 
☎（3541）5930

（※1）各クラスいずれかの会場を選び、お申し込みください（重複申し込み不可）。
（※2）対象は、区内在住で各クラスの誕生月に該当する第１子の保護者です。
（※3）定員に満たない場合は、申込受付期間後も定員まで受け付けます。
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(8) 「区のおしらせ　ちゅうおう」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場、一部金融機関、百貨店、ファミリーマート（一
部店舗を除く）、都営地下鉄の駅（東銀座・宝町・築地市場・日本橋・人形町・東日本橋・馬喰横山・浜町・勝どき・月島）、東京メトロの駅（京橋・銀座・東
銀座・新富町・築地・八丁堀・三越前・日本橋・人形町・茅場町・小伝馬町・水天宮前・月島）、ＪＲの駅（新日本橋・馬喰町）、文化堂でも配布しています。

令和４年（2022年）3月11日（金曜日） No.１４９５区のおしらせ 3 月 1 1 日号

中央区平和展～永遠の平和を願って～
　２月25日から３月10日まで、区役所、日本橋・月島区民センターで
「中央区平和展」が開催されました。区役所１階ロビーでは区内の空襲
被害や戦中・戦後の区民生活の様子が分かる写真パネルや防空服や防
毒マスクなどの戦災資料が展示された他、戦災体験者の証言DVDな
どが上映されました。戦争の悲惨を伝える数々の展示物を見つめる若
者の姿もありました。

　令和３年度発行のハッピー買物券
の使用期限は３月31日（木）までです。
　期限を過ぎた券は使用できなくな
ります。また、払い戻しもできませ
ん。取扱店支援のため、必ず期限内
にご利用ください。

◎�区が贈呈した敬老買物券・新生児
誕生祝買物券も同様です。
逢中央区内共通買物・食事券事務局
　㈱日本旅行新宿法人営業部内
　☎（５３６９）３９０５

　葬儀費用の負担軽減などのため、
23区では、区民葬儀取扱業者などの
協力を得て、別表１の料金で区民葬
儀を実施しています。
　このうち火葬料金については、４
月１日以降の火葬取り扱いから、別
表１のとおり改定します。
　利用される方は、事前に区民葬儀

取扱指定店（別表２のとおり）にお申
し出の上、区役所１階の戸籍係、日
本橋・月島特別出張所区民係へ死亡
届を提出の際に、区民葬儀券の交付
を受けてください。
逢区民生活課消費生活係
　☎（３５４６）５３３２

別表2　区内区民葬儀取扱指定店
事業所名 所在地 電話番号

日本橋式典 東日本橋1－4－3 （6280）3344
（株）三特興業社 日本橋茅場町2－17－3ブルーハイツ茅場町504号 （5859）0851
（株）グローバルケア 佃3－3－3 （5548）2170
（有）三谷葬儀社 月島3－7－7 （3531）1390

　令和３年中の区内における特殊詐
欺の被害は42件で、前年の31件から
増加しています。依然として還付金
詐欺やオレオレ詐欺などの手口によ
る被害が多発しており、犯人から自
宅に詐欺の電話がかかってきたとい
う通報も数多く寄せられています。
還付金詐欺にご注意ください！
　区役所の職員を名乗った犯人が、
「保険料（医療費）の払い戻しがある。
期限を過ぎているため銀行で手続き
が必要だ」などと話し、ＡＴＭを操
作させる電話は詐欺の電話です。
区役所から電話で還付金の案内を
することはありません
　区が還付金についてお知らせする
場合、電話ではなくあらかじめ通知

を郵送し、その後皆さんから書面で
指定された口座に振り込む方法をと
っています。
さまざまな「アポ電」にもご注意を
　区役所以外にも、親族、デパート
の販売員や、最近は警察官を装った
電話が急増しています。犯行予兆電
話「アポ電」で家族構成や現金の有無
などを確認した後、強盗に入る悪質
なケースもありますので、十分ご注
意ください。
◎�特殊詐欺の被害を防ぐには、犯人
からの電話に出ないことが一番で
す。たとえ家にいたとしても、常
に留守番電話で相手を確認してか
ら、折り返す習慣を身に付けまし
ょう。

特殊詐欺にご注意を！
◎�少しでもおかしいと感じたら、い
ったん電話を切って家族や友人に
相談するか、警察に連絡しましょ
う。
自動通話録音機の無料貸し出し
　電話を利
用した振り
込め詐欺な
どの被害防
止に大変有
効な自動通
話録音機を、
無料で貸し出しています。
特　徴
・�自宅電話の呼び出し音が鳴る前に、
発信者へ自動で警告メッセージを
流します。
・�詐欺の犯人は、通話の録音を恐れ、
受信者の応答前に電話を切る場合
が多いとされています。
注意事項

・�通信環境、緊急通報システムとの
併用などの条件により設置できな
い場合があります。

・貸し出し台数に限りがあります。
対　象
　65歳以上の区民が居住する世帯
申請方法
　区役所１階危機管理課で、申請書
に必要事項を記入して申し込む。
◎�本人確認書類（運転免許証、保険
証など）をご持参ください。

逢危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７
　中央警察署
　☎（５６５１）０１１０
　久松警察署
　☎（３６６１）０１１０
　築地警察署
　☎（３５４３）０１１０
　月島警察署
　☎（３５３４）０１１０

▲自動通話録音機

別表1　区民葬儀料金
火葬料金（4月1日改定）� （非課税）
区　分 料　金
大人 新 59,600円 旧 53,100円
小人

（満6歳以下） 新 34,500円 旧 29,000円

◎�この火葬料金は民営（町屋、
落合、代々幡、四ツ木、桐
ケ谷、堀之内、戸田、多磨、
谷塚）火葬場の料金です。

霊柩車運送料金� （税込み）

区　分
種　別

料　金
10kmまで 20kmまで 30kmまで

宮型指定車 33,270円 39,320円 45,370円
普通霊きゅう車 15,570円 19,530円 23,490円

遺骨収納容器代� （税込み）
区　分 料　金

大人用
2号一式 11,990円
3号一式 10,780円

小人用 6号一式 ��2,530円

◎�利用者が必要なものを選択・
組み合わせることができます。

◎�詳細は、区のホームページを
ご覧ください。

区　分 料　金
A1券（金襴5段飾）桐張棺 312,180円
A2券（金襴4段飾）桐張棺 259,600円

区　分 料　金
B券（白布3段飾）プリント棺 136,400円
C券（白布2段飾）プリント棺 100,100円

祭壇料金（一般サイズ）� （税込み）

中央区LINE公式アカウント
友だち募集中

▲画面イメージ

中央区アカウント名

@tokyochuo.city
アカウントID

友だち追加の方法

配信内容
◦�新型コロナウイルスに関する情報
◦�「区のおしらせ　ちゅうおう」発行
情報（月３回）
◦地震・台風などの緊急情報　など

　スマートフォンなどで
LINEアプリを起動し、

ホーム画面で「中央区」または「＠
tokyochuo.city」と検索します。表
示の中から「中央区」を選択し「追加」
ボタンを押して完了です。

2方法

◎ご利用にはLINEアプリへの登録が必要です。

　２次元コ
ードを読み

込むと「友だち追加」画
面にジャンプします。
表示される「追加」ボタ
ンを押して完了です。

1方法

区民葬儀「火葬料金」の改定

の使用期限は3月31日（木）まで
中央区内共通買物・食事券（ハッピー買物券 ）
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